
R6.4.1 

 

コンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について 

 

① 初診料及び再診料の点数 

初診料        ２８８点 （６歳未満 ３６３点） 

再診料（外来診療料）   ７４点 （６歳未満 １１２点） 

本院において、過去にコンタクトレンズ検査料が算定されて 

いる場合には、再診料を算定します。 

② コンタクトレンズ検査料１の点数 

              ２００点 

  コンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科 

診療経験 

谷戸 正樹 28 年    兒玉 達夫  39 年 

山根   緑  13 年    杉原 一暢  10 年 

河野 通大  10年    筒井  愛佳  6 年    

市岡  昇  ４年 

   

   上記のことについて、ご質問がありましたら最寄りの窓口へ                

お尋ねください。 


